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江 戸 川 区 土 木 部 

 

区 画 整 理 課 

 

未 来 へ つ な ぐ ま ち づ く り ま ち づ く り ニ ュ ー ス  

江戸川沿川 篠崎公園地区 

日頃より区政にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。 
令和２年７月 21 日(火)に篠崎第二小学校体育館にて、第一次移転先へ移転予定の 

権利者の皆様を対象に、地盤対策説明会を開催しました。お忙しい中、10 名の方にご参加 
いただき、ありがとうございました。 

説明会でご説明した主な内容および頂いた質問と回答、今後のスケジュールについてご報告 
いたします。 

●宅地地盤調査結果について 
・全ての宅地において地盤対策が必要となる結果となりましたので、宅地地盤性能が 
確保できる対策を行います。 

 

●宅地地盤対策について 
・地盤対策の深さについては、調査で基準を満足しなかった結果のうち、最も深い位置 
まで対策を行います。ただし、地表面から１ｍまでの深さについては、土の置換を行い、 
宅地地盤性能が確保できるよう締固めを行います。  

※詳細については個別で説明します。 
 ・対策工法は「中層混合処理工法」を基本として地盤改良工事を実施します。 

ただし、工事箇所のすぐ近くに既存家屋等があり、先に選定した工法では影響を及ぼす 

恐れがある場合は、「機械攪拌
か く は ん

式深層混合処理工法」を用います。 
 

●今後のスケジュールについて 
 ・今後８月下旬頃までに、第一次移転先に移転予定の権利者の皆様へ個別に調査 

結果をご説明します。 
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第 14 回土地区画整理審議会を令和２年８月５日(水)に開催いたしました。 

今回の審議会では、前回に引き続き、換地設計案への意見書についてご意見を 

伺いました。 

未審議の意見書につきましては、次回以降の審議会にて継続審議してまいります。 
 

次回の第 15 回審議会は、令和２年９月９日(水)に開催を予定しており、 

      主に第一次移転先の仮換地指定についての審議を行います。 
 

なお、審議会は各権利者の個人情報に関わる会議となるため、傍聴はできません。 

 
また、新型コロナウイルス感染症の影響等により、 

スケジュールに変更が生じることがございます。 
あらかじめご了承ください。 
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Q１．新型コロナウイルス感染症の影響で移転時期が遅くなることはあるのか︖ 
A１．現時点での問題は生じておりませんが、今後状況が変わり、影響が出た際には 
A１．皆さまにご説明していきます。(区) 
 
Q２．建物基礎下５m より下の範囲は地盤改良しないのか︖ 
A２．建築基準法で、基礎下から５ｍの範囲で地盤強度が確保されていれば、一般 
A２．の木造３階建住宅の建築が可能であるため問題ないと考えています。(区) 
 
Ｑ３．国の高規格堤防部分は、今回の区が施工する地盤改良と同じ工法となるのか︖ 
Ａ３．高規格堤防事業も区と同じ考え方で同じ施工方法を採用する予定です。(国) 



 

 

＜お問い合わせ先＞                ※電話：平日８：３０ ～ １７：００ 
 

〒133-0053 江戸川区北篠崎 2-26-7 篠崎地区まちづくり事務所 
 

【URL】https://www.city.edogawa.tokyo.jp/toshikeikaku/saigainitsuyoi/machidukurijoho/sinozakikoen/index.html 
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○ 篠崎公園地区の高規格堤防盛土検討のため、下図の今回調査箇所（公有地内）
で地質調査（調査ボーリング等）を実施させていただきます。 
○ 調査中、調査箇所周辺にお住まいの方には、騒音等によりご迷惑をおかけしま

すが、十分留意しつつ実施させていただきますので、ご理解とご協力の程よろ
しくお願いいたします。 

【 調査実施概要 】 

■日程 8 月 24 日～9 月 18 日（予定） 

■時間 8:00～17:00（日没） 

■内容 調査ボーリング 

    標準貫入試験 

    現場透水試験 

    サンプリング（試料採取） 

■調査会社 

 (株)東京ソイルリサーチ 

※過去に実施させて頂いた地質調査結果については、以下で公表させて頂いております。 

 【江戸川河川事務所 HP】 

   https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00810.html 

《お問い合わせ先》 

国土交通省関東地方整備局 

 江戸川河川事務所 沿川整備課 

TEL 04-7125-8112（直通） 

FAX 04-7125-8114 

※平日 8:30～17:15 

■国土交通省江戸川河川事務所からのお知らせ■ 

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/toshikeikaku/saigainitsuyoi/machidukurijoho/sinozakikoen/index.html
https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00810.html

